
年度

１　指定地球温暖化対策事業者の概要

 (1)　指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

 (2)　指定地球温暖化対策事業所の概要

平成２２年度８月改正版

事 業 の 概 要

敷 地 面 積

用
途
別
内
訳

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

分 類 番 号

産業分類名

業
種
等

2010

指定地球温暖化対策事業者
又は特定テナント等事業者の別

事業所
の種類

主たる用途

建 物 の 延 べ 面 積
（熱供給事業所にあっては熱供給先面積）

事 務 所

情 報 通 信

放 送 局

商 業

宿 泊

㎡

㎡

医 療

文 化

物 流

駐 車 場

基準年度

教 育

・竣工　　２００６年９月
・地上４階、地下１階
・１階・２階は物販店舗、３階はサービス店舗、４階は飲食店舗、地下１階は機械室
・地下１階、１階、２階の一部は鉄道施設
・鉄道利用者用駐輪場

11,155

基準年度

前年度末 1,654

前年度末工場その他上記以外

前年度末 ㎡

指定地球温暖化対策事業者 小田急電鉄株式会社

前年度末

㎡

基準年度

12

㎡

前年度末

前年度末

㎡

前年度末 ㎡ 基準年度 ㎡

16,151

地球温暖化対策計画書

事業の
業　種

氏名（法人にあっては名称）

鉄道業

成城コルティ

㎡ 基準年度

東京都世田谷区成城六丁目５番３４号

H_運輸業_郵便業 鉄道業

㎡

前年度末 ㎡

㎡

㎡㎡

前年度末

基準年度

㎡

H42

㎡

基準年度

前年度末 ㎡

㎡

基準年度

㎡ 基準年度

基準年度 ㎡

㎡ 基準年度 1,654 ㎡

㎡

18,262

12

16,151

基準年度

店舗・駐車場

444

18,262

㎡

444 ㎡

前年度末

前年度末

2010 /06/25



 (3)　担当部署

 (4)　地球温暖化対策計画書の公表方法

 (5)　指定年度等

2 平成18年3月31日以前

年 月 日

２　地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

３　地球温暖化の対策の推進体制

環境方針
小田急電鉄は、｢沿線の価値の向上｣と「快適な時間の創造」に貢献するという存在理念に基づき、持続可能な発
展を実現していくために、すべての事業活動における環境負荷低減と自然との共生に努めます。

公表方法

冊 子

そ の 他

平成18年4月1日
以降

０３－３３４９－２４９９

名 称

入手方法：

特定地球温暖化対策事業所 年度

公 表 の
担当部署

ホームページで公表

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電 話 番 号

eco@odakyu-dentetsu.co.jp

指定地球温暖化対策事業所 年度

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

連
絡
先

電 話 番 号

計 画 の
担当部署

小田急電鉄株式会社　ＳＣ事業部　経堂ビル

０３－５４５０－２５７１

０３－３４２５－３７２２

http://www.odakyu.jp/csrアドレス：

閲覧場所：

小田急電鉄株式会社　ＣＳＲ・広報部

０３－３３４９－２５０４

閲覧可能時間：

冊子名：

所在地：窓 口 で 閲 覧

名 称

299

2009

2010

事　業　所　の
使用開始年月日

平成18

連
絡
先

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号

社長

CSR・広報部長

　

　ＳＣ事業部長（統括管理者）

成城コルティ担当推進員 他ビル担当推進
員

各テナント担当者

環境担当取締役

　ＳＣ事業課長（技術管理者）

他ビル担当推進
員

他ビル担当推進
員

他ビル担当推進
員



４　温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）
 (1)　現在の削減計画期間の削減目標

 (2)　次の削減計画期間以降の削減目標

５　温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

 (1)　温室効果ガス排出量の推移 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

(2)　建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況 単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年

年度 年度2009 年度

2014

2015 2019年度から

年度から

　エネルギーの使用の最適化・効率化を追及し、入居テナントと一体となっ
て運用対策を実施することにより、総量削減義務以上の削減を目指す。

2010 年度まで

年度 年度年度年度2009 年度

削 減
目 標

　当事業所から排出される特定温室効果ガス以外のガス（その他ガス）は、
水道の使用及び下水道への排水に伴う二酸化炭素の排出が主体となってい
る。節水を行うことで、その他ガスを削減する。
節水型便器・擬似音を使用しており、トイレの節水対策は実施済みである。
今後は入居テナントに対し節水を呼びかけ、水道の使用量を計画中に１％以
上削減することを目標とする。

15,000

年度まで

8.0%

Ⅰ－１
ｔ（二酸化炭素
換算）/年

3,260

ｔ（二酸化炭素
換算）

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

合 計

排 出 上 限 量
(削減義務期間合計)

3,197

そ
の
他
ガ
ス

29

特定温室効果ガス
（エネルギー起源CO2）

計 画
期 間

特 定 温 室
効 果 ガ ス

ﾊ ﾟ ｰ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾝ
（ PFC ）

173.5

年度

3,168

削 減
目 標

削 減
義 務
の
概 要

特 定 温 室
効 果 ガ ス

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

基 準 排 出 量

延 べ 面 積 当 た り
特 定 温 室 効 果 ガ ス
年 度 排 出 量

六 ふ っ 化 い お う
（ SF6 ）

上 水 ・ 下 水

計 画
期 間

削減義務
率の区分

平均削減
義 務 率

積極的な高効率照明器具（ＬＥＤ）設備への更新により、基準排出量の８％
以上の削減を目標とする。

節水をおこなうことで、その他ガスを原状の１％以上削減した状態を維持す
る。

年度

非エネルギー起源
二酸化炭素（CO2）

メ タ ン
（ CH4 ）

一 酸 化 二 窒 素
（ N2O ）

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ
（ HFC ）



６　総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

 (1)　基準排出量の算定方法

）

）

 (2)　基準排出量の変更

 (3)　削減義務率の区分

 (4)　削減義務期間

 (5)　優良特定地球温暖化対策事業所の認定

 (6)　年度ごとの状況 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

 (7)　特定温室効果ガスの排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

削 減 義 務
期 間 合 計

基 準 排 出 量
(A)

削 減 義 務 率
(B)

特定温室効果
ガス排出量(E)

8.0% 8.0%

1,300

15,000
排 出 上 限 量
（C＝∑A-D）

削 減 義 務 量
(D ＝∑ (A × B))

過去の実績排出量の
平 均 値

排 出 標 準 原 単 位 を
用 い る 方 法

そ の 他

特 に 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

年度から

極 め て 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

変更年度

2010

決
定
及
び
予
定
の
量

8.0%

2013年度 2014年度

2013年度 2014年度

変更理由

2010年度 2012年度

2014

2011年度

削減義務率の区分 Ⅰ－１

変更年度

年度まで

2010年度 2011年度 2012年度

3,260 3,260 3,260 3,260 16,300

8.0% 8.0%

3,260

２００９年度は基準年度となるため、比較はできませんでした。

排 出 削 減 量
（F＝A - E）

実
績

年度

年度 変更理由

基準年度：（

算定方法：（

変更年度 変更理由

年度

２００７年度、２００８年度、２００９年度



７　温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

区 分
番 号

区 分 名 称

1 130300 13_換気設備の運転管理
スタンダードファンから省エネベルトへ切
替え

２００８年度

2 160200 16_建物の省エネルギー 白熱灯改修 ２００９年度 白熱灯６０ｗ×２０灯からＬＥＤへ交換

3 150200 15_照明設備の運用管理 通路照明の回路切り分け、点灯時間変更 ２００９年度

4 160200 16_建物の省エネルギー 照明設備改修
２０１０年度より

実施
ハロゲンランプからＬＥＤへ交換

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

備 考
対策
Ｎｏ

対策の区分
対 策 の 名 称 実 施 時 期



８　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

　当社では、日頃から環境配慮の積極的な取り組みを進めており、小田急グループは環境をＣＳＲの重点分野の一
つとして捉え、持続可能な社会の実現に貢献することを経営上の重要な課題と位置づけ、「小田急グループ環境戦
略」を制定している。

1．事業所での省エネの取組
　設備に係る対策は計画どおり実施しており、特に共用通路の照明をハロゲンランプよりＬＥＤランプに交換する
工事を行った。また、入居テナントと環境に関する協議を行い、空調機・店内照明の点灯時間・点灯者をチェック
簿に記入することにより、全従業員に対し省エネに対する意識付けを行っており、今後は更なる温室効果ガスの排
出の抑制が見込める。

２．自然エネルギーの利用
　当ビルは、建物設計時に屋根材をガラスとし、太陽光を取り入れ昼間の照明による電力使用量を減らす工夫を取
り入れている。また、建物を外部に開放させており風の通り道を作ることで、真夏でも外気温以上にならない設計
となっており、共用部に空調機を設置しておらず、自然エネルギーを有効に活用し省エネルギー化を図っている。



　
自らの貨物等の搬入のため他者の自動車を利用しているとき。

施設利用者等の貨物等の搬入等のため指定地球温暖化対策事業者以外の者の自動車を利用し
ているとき。

実
施
中

今
後
実
施

　

○

該
当
し
な
い

実
施
し
な
い

検
討
中

　

　○

○

物流効率化の推進に
よる交通量の抑制

　○

　

　

○

９　自動車に係る地球温暖化の対策

 　ア　基本方針

基本方針
①駐車時のアイドリングストップの徹底を運送事業者に求める。
②廃棄物搬出業者に低公害車の使用を求める。

対策内容

 (2)　他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策

 (1)　自動車を自ら使用する場合の地球温暖化の対策

 　イ　他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策

○

取組状況

低公害・低燃費車等
の利用割合の向上

低公害・低燃費車の利用割合の向上

環境負荷の大きな自動車の利用抑制

・施設利用者が貨物等を搬入する際には、低公害・低燃費車を使用するよ
う働きかける。

・環境負荷の大きな自動車を使用しないことを求める掲示物を施設内に設
置する。

・エコドライブの推進を求める掲示物を施設内に掲示する。

事業所に搬入される貨物等１トンキロ当たりの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量 ｋｇ／ｔ・ｋｍ

エコドライブの推進

体制の整備

貨物輸送以外の自動
車交通量対策

・施設利用者等に対して物流効率化、エコドライブの推進等を実施するよ
う働きかける。

・従業員は自動車での通勤を禁止している。
・来訪者には電車利用を呼びかけている。




